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回答者

総務部長

市民生活部長
健康福祉部長

地区からの意見・提言（意見交換）

緑が丘地区

意見・提言の内容

財政健全化計画の３年目の成果について

2 自治会への支援や援助および自治会の存続について

1
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市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言等 
１ 財政健全化計画の３年目の成果について

（まちづくり協議会） 
（内容） 
・本市において現下の財政状況を踏まえ市の将来を踏まえるとと

もに市の将来見据え、財政的にまだ余力があるうちに財政健全化

に向けた取り組みに着手し将来の持続可能な財政基盤を確立それ

に基づき今後の健全化の目標とする「三木市財政健全化計画」を策

定しました。 
 その取組結果が、ホームページに掲載されている。 

総額で約５.９億円の取り組み結果が示されているが、その多く

を占めているのが 
(1)公共施設の再配置計画による跡地の売却 

(2)市税徴収率向上 

(3)国民健康保険特別会への赤字補填のための拠出金の廃止（約２億円） 
であり、全職員としての取り組みの成果とはいいがたい。  
プログラムとしてすべての項目の成果を公表されたい。 
 

回 答 （担当課）総務部 経営管理課 
 市の財政健全化の取組においては、ただ単に「財政が厳しいか

ら」という視点だけでなく、各種事業の目的や必要性、その効果な

どを検証するため、令和３年度に事業の総点検（棚卸し）を実施し、

社会環境の変化など、時代にそぐわなくなった事業のほか、創設当

初の目的を既に達成した事業や、近隣自治体と比べ突出した行政

サービスとなっている事業の有無、更なる財源確保の可能性など

について、本市の全事業を対象とした調査を行いました。 
 この成果を基に、令和４年１１月には、事業を見直すための５カ

年計画「三木市財政健全化計画」を策定し、全職員が横断的に取り

組んでいます。 
令和６年度実行計画では、「収入の確保」と「支出の見直し」で

合計４９項目を設定、数値目標による進捗管理を行い、広報みき９

月号では概要を公表しました。 
全項目の成果については、市のホームページ及び市役所３階、情
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報公開コーナーで公表しています。 
 
また、例示されている個別項目について、「(1)公共施設の再配置

計画による跡地の売却」は、将来の人口減少を見据え、人口増大時

代から増え続けてきた公共施設の市民一人当たりの費用負担を少

なくすることを目的とした再編整理に取り組み、その跡地につい

ても、早期に売却することで管理コストの低減と収入確保につな

げています。 

 

「(2)市税徴収率の向上」については、税負担の公平性の観点か

らも重要な課題であることから、市税の納付方法の拡大を図り、納

税者の利便性の向上を推進しています。また、早期の納税相談に努

めるとともに、迅速に財産調査を実施し、早期に差押等の滞納処分

を執行するなど市税徴収率向上に向け取り組んでいます。 

 

「(3)国民健康保険特別会計への赤字補填のための拠出金の廃

止」については、本来、国民健康保険制度は、加入者の保険料で賄

わなければならない制度であるにも関わらず、一般会計から赤字

補填のための拠出金を出し続けることは、国民健康保険に加入し

ていない多くの市民の税金を投入することになり、税負担の公平

性の観点からも問題があったことから実施した取組です。 
 
個別の取組について、所管部署はあるものの、関連の部署間で連

携の上、実施しています。 
 今後も、人口減少や少子高齢化が進む社会においても、将来にわ

たり持続可能なまちづくりが行えるよう、収支均衡の取れた健全

な財政基盤の確立に向けた市全体の取組として、「三木市財政健全

化計画」を進めてまいります。 
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0
実

績
（

Ｂ
）

―
6
,
5
68

2
,
9
64

9
,
53

2
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

7
,
3
68

3
,
7
64

11
,
13

2
計

画
（

Ａ
）

▲
 
7
0
0

▲
 
7
0
0

▲
 
7
00

▲
 
2
,1

0
0

実
績

（
Ｂ

）
▲

 
2,

4
4
1

▲
 
2,

3
1
8

▲
 
2,

2
99

▲
 
7
,0

5
8

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
▲

 
1,

7
4
1

▲
 
1,

6
1
8

▲
 
1,

5
99

▲
 
4
,9

5
8

計
画

（
Ａ

）
―

▲
 
1
90

,
0
00

▲
 
1
90

,
0
00

▲
 
3
80

,
00

0
実

績
（

Ｂ
）

▲
 1

9
4,

4
8
8

▲
 
1
9
4,

4
8
8

▲
 
1
9
4,

4
88

▲
 5

8
3
,4

6
4

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
▲

 1
9
4,

4
8
8

▲
 
4,

4
8
8

▲
 
4,

4
88

▲
 2

0
3
,4

6
4

計
画

（
Ａ

）
▲

 
1
5,

0
0
0

▲
 
1
5,

0
0
0

▲
 
1
5,

0
00

▲
 
4
5
,0

0
0

実
績

（
Ｂ

）
▲

 
1
2,

9
5
0

▲
 
1
2,

9
5
0

▲
 
1
2,

9
50

▲
 
3
8
,8

5
0

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
2,

0
5
0

2,
0
5
0

2,
0
50

6
,1

5
0

計
画

（
Ａ

）
▲

 
2,

0
0
0

▲
 
5,

0
0
0

▲
 
1
2,

0
00

▲
 
1
9
,0

0
0

実
績

（
Ｂ

）
4,

4
3
6

7
7
6

4
35

5
,6

4
7

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
6,

4
3
6

5,
7
7
6

1
2,

4
35

2
4
,6

4
7

計
画

（
Ａ

）
―

―
―

0
実

績
（

Ｂ
）

―
―

―
0

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
―

―
―

0
計

画
（

Ａ
）

―
▲

 9
,
5
00

▲
 9

,
5
00

▲
 
19

,
00

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 9
,
8
93

▲
 9

,
8
53

▲
 
19

,
74

6
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

▲
 
3
93

▲
 
3
53

▲
 
74

6
計

画
（

Ａ
）

―
―

▲
 6

,
0
00

▲
 6

,
00

0
実

績
（

Ｂ
）

―
―

▲
 1

,
3
48

▲
 1

,
34

8
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

―
4
,
6
52

4
,
65

2
計

画
（

Ａ
）

―
▲

 
11

,
0
00

▲
 
11

,
0
00

▲
 
22

,
00

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 8
,
7
31

▲
 1

,
7
14

▲
 
10

,
44

5
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

2
,
2
69

9
,
2
86

11
,
55

5
計

画
（

Ａ
）

―
▲

 
14

,
0
00

▲
 
14

,
0
00

▲
 
28

,
00

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 
16

,
2
80

▲
 
16

,
5
00

▲
 
32

,
78

0
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

▲
 2

,
2
80

▲
 2

,
5
00

▲
 4

,
78

0
計

画
（

Ａ
）

―
▲

 1
,
0
00

▲
 1

,
0
00

▲
 2

,
00

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 
3
43

▲
 
6
53

▲
 
99

6
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

6
57

3
47

1
,
00

4
計

画
（

Ａ
）

―
▲

 1
,
2
00

▲
 1

,
2
00

▲
 2

,
40

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 1
,
1
77

▲
 1

,
1
77

▲
 2

,
35

4
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

23
23

4
6

計
画

（
Ａ

）
―

―
▲

 
58

,
0
00

▲
 
58

,
00

0
実

績
（

Ｂ
）

―
―

▲
 
56

,
4
45

▲
 
56

,
44

5
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

―
1
,
5
55

1
,
55

5
計

画
（

Ａ
）

―
▲

 
1
20

▲
 
1
20

▲
 
24

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 
1
20

▲
 
1
20

▲
 
24

0
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

0
0

0
計

画
（

Ａ
）

―
▲

 2
,
0
00

▲
 2

,
0
00

▲
 4

,
00

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 2
,
1
34

▲
 2

,
1
34

▲
 4

,
26

8
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

▲
 
1
34

▲
 
1
34

▲
 
26

8

時
代

の
変

化
に

応
じ

た
事

務
改

善
3

3
特

別
支

援
学

校
就

学
児

童
の

保
護

者
へ

の
就

学
奨

励
金

（
養

護
児

童
就

学
奨

励
金

）
子

育
て

支
援

課
廃

止

障
害

者
福

祉
施

策
の

整
理

、
見

直
し

13

2
障

害
者

馬
術

大
会

開
催

補
助

金
障

害
福

祉
課

継
続

（
手

法
の

見
直

し
）

1
市

民
福

祉
年

金
障

害
福

祉
課

廃
止

生
活

の
支

援
施

策
の

整
理

、
見

直
し

12
1

軽
度

生
活

支
援

事
業

介
護

保
険

課
廃

止

3
北

播
磨

総
合

医
療

セ
ン

タ
ー

へ
の

通
院

時
の

神
戸

電
鉄

利
用

補
助

金
交

通
政

策
課

廃
止

外
出

・
移

動
支

援
施

策
及

び
公

共
交

通
確

保
施

策
の 整

理
、

見
直

し

11

2
運

転
免

許
証

自
主

返
納

者
へ

の
公

共
交

通
利

用
助

成
券

の
交

付
福

祉
課

縮
小

1
高

齢
者

へ
の

温
泉

施
設

等
利

用
助

成
福

祉
課

廃
止

時
代

の
変

化
に

応
じ

た
高

齢
者

福
祉

施
策

の
整

理
、

見
直

し
10

2
敬

老
会

開
催

費
補

助
金

福
祉

課
継

続
（

手
法

の
見

直
し

）

1
敬

老
祝

金
福

祉
課

縮
小

ご
み

処
理

関
連

施
策

の
見

直
し

（
ご

み
の

有
料

化
な

ど
）

9
1

一
般

廃
棄

物
処

理
手

数
料

（
ご

み
処

理
手

数
料

）
環

境
課

料
金

の
値

上
げ

8
1

公
共

施
設

再
配

置
の

推
進

に
よ

る
維

持
管

理
費

各
所

管
課

縮
小

移
住

・
定

住
促

進
施

策
の

見
直

し

公
共

施
設

の
再

配
置

の
推

進

7
1

U
I
J
タ

ー
ン

住
宅

取
得

助
成

金
縁

結
び

課
統

合

6
1

一
般

会
計

か
ら

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

へ
の

赤
字

補
塡

の
た

め
の

繰
出

金
財

政
課

・
医

療
保

険
課

廃
止

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

の
健

全
化

5

3
職

員
の

福
利

厚
生

事
業

総
務

課
改

善

2
旅

費
（

出
張

時
の

日
当

）
（

特
別

職
を

含
む

。
）

総
務

課
縮

小

1
時

間
外

勤
務

手
当

（
正

規
職

員
）

総
務

課
改

善
人

件
費

の
抑

制
・

削
減

2
災

害
時

安
否

確
認

シ
ス

テ
ム

危
機

管
理

課
改

善

4
1

業
務

用
レ

ー
ザ

ー
プ

リ
ン

タ
の

設
置

及
び

維
持

管
理

デ
ジ

タ
ル

推
進

課
台

数
の

削
減

自
治

体
D
X

（
デ

ジ
タ

ル
ト

ラ
ン

ス
フ

ォ
ー

メ
ー

シ
ョ

ン
）

の
推

進

2
ス

ズ
メ

バ
チ

の
巣

の
駆

除
生

活
環

境
課

縮
小

1
職

員
の

情
報

端
末

（
パ

ソ
コ

ン
）

の
調

達
方

法
の

見
直

し
デ

ジ
タ

ル
推

進
課

改
善

6



【
表

３
】

財
政

健
全

化
の

取
組

実
績

の
累

計

（
単

位
：

千
円

）

財
政

健
全

化
実

施
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
名

称
等

対
象

の
事

業
等

所
管

部
署

名
計

画
上

の
見

直
し

分
類

R
4

R
5

R
6

計
計

画
の

基
本

方
針

計
画

（
Ａ

）
▲

 
5
0
0

▲
 
5
0
0

▲
 
5
00

▲
 
1
,5

0
0

実
績

（
Ｂ

）
▲

 
4
2
9

▲
 
4
2
9

▲
 
4
29

▲
 
1
,2

8
7

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
7
1

7
1

71
2
1
3

計
画

（
Ａ

）
▲

 
7
0
0

▲
 
7
0
0

▲
 
7
00

▲
 
2
,1

0
0

実
績

（
Ｂ

）
▲

 
5
7
1

▲
 
5
7
1

▲
 
5
71

▲
 
1
,7

1
3

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
1
2
9

1
2
9

1
29

3
8
7

計
画

（
Ａ

）
▲

 
1
3,

0
0
0

▲
 
1
3,

0
0
0

▲
 
1
3,

0
00

▲
 
3
9
,0

0
0

実
績

（
Ｂ

）
▲

 
1
3,

8
1
4

▲
 
1
3,

8
1
4

▲
 
1
3,

8
14

▲
 
4
1
,4

4
2

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
▲

 
8
1
4

▲
 
8
1
4

▲
 
8
14

▲
 
2
,4

4
2

計
画

（
Ａ

）
▲

 
5
0
0

▲
 
5
0
0

▲
 
5
00

▲
 
1
,5

0
0

実
績

（
Ｂ

）
▲

 
5
8
2

▲
 
5
8
2

▲
 
5
82

▲
 
1
,7

4
6

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
▲

 
8
2

▲
 
8
2

▲
 
82

▲
 2

4
6

計
画

（
Ａ

）
―

▲
 3

,
0
00

▲
 3

,
0
00

▲
 6

,
00

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 
26

,
6
82

▲
 9

,
4
06

▲
 
36

,
08

8
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

▲
 
23

,
6
82

▲
 6

,
4
06

▲
 
30

,
08

8
計

画
（

Ａ
）

―
▲

 
4
00

▲
 
4
00

▲
 
80

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 
3
21

▲
 
3
21

▲
 
64

2
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

79
79

15
8

計
画

（
Ａ

）
―

▲
 4

,
2
00

▲
 4

,
2
00

▲
 8

,
40

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 7
,
5
39

▲
 9

,
0
07

▲
 
16

,
54

6
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

▲
 3

,
3
39

▲
 4

,
8
07

▲
 8

,
14

6
計

画
（

Ａ
）

―
▲

 5
,
0
00

▲
 5

,
0
00

▲
 
10

,
00

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 7
,
5
50

▲
 6

,
8
97

▲
 
14

,
44

7
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

▲
 2

,
5
50

▲
 1

,
8
97

▲
 4

,
44

7
計

画
（

Ａ
）

―
▲

 
4
00

▲
 
4
00

▲
 
80

0
実

績
（

Ｂ
）

―
▲

 
3
96

▲
 
4
32

▲
 
82

8
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
―

4
▲

 
32

▲
 2

8
計

画
（

Ａ
）

▲
 
2,

0
0
0

▲
 
2,

0
0
0

▲
 
2,

0
00

▲
 
6
,0

0
0

実
績

（
Ｂ

）
▲

 
2,

3
3
3

▲
 
2,

4
4
5

▲
 
2,

3
86

▲
 
7
,1

6
4

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
▲

 
3
3
3

▲
 
4
4
5

▲
 
3
86

▲
 
1
,1

6
4

計
画

（
Ａ

）
▲

 
4,

0
0
0

▲
 
5,

0
0
0

▲
 
5,

0
00

▲
 
1
4
,0

0
0

実
績

（
Ｂ

）
▲

 
2,

2
0
2

▲
 
3,

7
6
1

▲
 
3,

7
61

▲
 
9
,7

2
4

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
1,

7
9
8

1,
2
3
9

1,
2
39

4
,2

7
6

計
画

（
Ａ

）
▲

 
4
0
0

▲
 
4
0
0

▲
 
8
00

▲
 
1
,6

0
0

実
績

（
Ｂ

）
▲

 
3
4
3

▲
 
5
0
4

▲
 
8
63

▲
 
1
,7

1
0

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
5
7

▲
 
1
0
4

▲
 
63

▲
 1

1
0

計
画

（
Ａ

）
▲

 
4
9,

4
2
5

▲
 
3
0
2,

2
7
5

▲
 
3
7
8,

6
75

▲
 7

3
0
,3

7
5

「
支

出
の

見
直

し
」

の
効

果
額

　
小

計
実

績
（

Ｂ
）

▲
 2

3
2,

6
2
5

▲
 
2
9
0,

7
9
7

▲
 
3
2
2,

0
15

▲
 8

4
5
,4

3
7

注
1
）

「
収

入
の

確
保

」
に

お
け

る
効

果
額

は
、

支
出

減
に

お
け

る
マ

イ
ナ

ス
と

同
義

で
あ

る
た

め
、

マ
イ

ナ
ス

に
置

き
換

え
て

集
計

。
比

較
（

Ｂ
-
Ａ

）
▲

 1
8
3,

2
0
0

1
1,

4
7
8

5
6,

6
60

▲
 1

1
5
,0

6
2

注
2
）

黒
色

の
網

掛
け

部
分

は
、

令
和

6
年

度
に

取
組

の
な

い
項

目
。

計
画

（
Ａ

）
▲

 1
9
1,

4
2
5

▲
 
6
0
5,

6
7
5

▲
 
6
3
2,

0
75

▲
 
1
,4

2
9
,1

7
5

効
果

額
　

合
計

実
績

（
Ｂ

）
▲

 4
8
9,

1
9
8

▲
 
4
0
8,

3
4
9

▲
 
5
9
2,

1
08

▲
 
1
,4

8
9
,6

5
5

比
較

（
Ｂ

-
Ａ

）
▲

 2
9
7,

7
7
3

1
9
7,

3
2
6

3
9,

9
67

▲
 
6
0
,4

8
0

4
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

対
象

者
の

人
間

ド
ッ

ク
利

用
助

成
金

医
療

保
険

課
縮

小

国
や

県
等

の
事

業
見

直
し

に
伴

う
市

事
業

の
見

直
し

19

3
特

定
不

妊
治

療
費

助
成

金
健

康
増

進
課

廃
止

2
高

齢
者

等
住

宅
改

造
助

成
金

介
護

保
険

課
縮

小

1
老

人
ク

ラ
ブ

活
動

強
化

推
進

事
業

補
助

金
福

祉
課

縮
小

縮
小

就
学

前
教

育
・

保
育

の
応

益
・

応
能

負
担

の
見

直
し

18
1

認
可

外
保

育
所

保
育

料
軽

減
補

助
金

教
育

・
保

育
課

縮
小

2
中

学
校

自
転

車
通

学
者

へ
の

自
転

車
保

険
補

助
金

教
育

施
設

課
廃

止

就
学

・
通

学
の

支
援

に
係

る
各

種
施

策
の

整
理

、
見

直
し

17
1

準
要

保
護

児
童

・
生

徒
へ

の
就

学
援

助
学

校
教

育
課

縮
小

2
特

定
世

帯
の

保
育

料
軽

減
（

ひ
ょ

う
ご

保
育

料
軽

減
補

助
金

）
教

育
・

保
育

課

16
1

社
会

教
育

推
進

委
員

謝
礼

人
権

推
進

課
廃

止

農
業

振
興

施
策

（
補

助
金

等
）

の
見

直
し

社
会

教
育

の
在

り
方

の
見

直
し

15
1

山
田

錦
グ

レ
ー

ド
ア

ッ
プ

支
援

補
助

金
農

業
振

興
課

廃
止

（
転

換
）

2
あ

じ
さ

い
フ

ロ
ー

ラ
み

き
の

オ
ー

プ
ニ

ン
グ

セ
レ

モ
ニ

ー
観

光
振

興
課

継
続

（
手

法
の

見
直

し
）

観
光

施
策

の
整

理
、

見
直

し
14

1
古

民
家

の
利

活
用

の
推

進
（

古
民

家
ウ

エ
デ

ィ
ン

グ
等

の
イ

ベ
ン

ト
）

観
光

振
興

課
廃

止
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市政懇談会 回答 
地区名 緑が丘地区 

意見・提言等 ２ 自治会への支援や援助および自治会の存

続について（まちづくり協議会） 
（内容） 
 昨今、全国的に自治会組織の存続が大きな課題になっている。特

に役員の成り手不足・負担が大きいことや住民の高齢化で課題が

大きくのしかかっている。 
以前自治会の支援や援助について市に問い合わせたところ「自

治会は自主的な組織であり、市として自治会の存続等について直

接の援助は難しい。」「三木市では現在のところ解散した自治会は

ない」との回答をいただいた。 
以上の点を踏まえて、以下の３点にお聞きする。 
① これからも市内の自治会の存続について、市として支援や援助

をする予定はないのか。 
② もし自治会が解散した場合、自治会が担っていた仕事（公園管

理やゴミステーションの管理、資料の配布など）は市が担ってくれ

るのか、また、解散しないためにも、自治会が担っている部分の外

注は考えられないか。 
③自治会長の任務、特に民生委員の推薦に苦慮し、負担に感じてい

る。何かいい対策はないか。 

回 答 （担当課）市民生活部 市民協働課 
     健康福祉部 福祉課 

日頃より地域の自治会活動にご尽力いただき、お礼申し上げま

す。 
自治会は、安全・安心に暮らせる住みよいまちづくりのため、ご

みステーションの管理をはじめ防犯灯・防犯カメラの設置や管理

さらには災害時に備える自主防災活動など、重要な活動を担って

いただいています。そして区長様には、市の施策の周知や、住民の

要望等を市に伝達していただいており、自治会はまちづくりをは

じめ市政の運営においても、欠かせない存在であると考えていま

す。 
１点目について、市としましては、自治会存続のためにも、まず

は自治会に加入していただきたく、令和元年度より転入者等に対
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して、自治会リーフレットを配付し、また各市立公民館にも配付し

ています。リーフレットには、住民の生活を支える自治会活動の内

容などを記載しています。また、令和７年５月号の広報みきにおい

て、自治会特集を掲載し、自治会活動の周知を図りました。 
次に、役員の負担軽減として、市から自治会へ依頼している全戸

回覧の配布物について、令和２年度から緊急を要するものを除き、

月初めの便に集約しております。 
２点目について、三木市の家庭ごみの収集方法は、ステーション

方式とし、その設置と管理を各自治会に依頼しています。ごみステ

ーションの設置等については、「三木市ごみステーションの設置及

び管理に関する指導要綱」を定め、ごみステーションの設置者は自

治会等で、その設置場所は、自治会で協議の上決定された場所を市

へ届出いただき、承認しています。 
また、区長様には「三木市区長設置要綱」に基づき、市の依頼し

た広報活動として、地区内への資料配布などを行うとともに、地区

内における住民の要望、行政課題等について市への伝達活動を行

っていただいております。これらを含め、自治会と市が協力して誰

もが住みよいまちづくりを推進しています。しかしながら、現在、

自治会の役員の成り手不足や役員等の負担が大きいことは市も認

識しています。ご提案の自治会の仕事の外注について、他市の事例

などを含め、研究してまいります。 
３点目について、民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員

として住民に最も身近なところで住民の立場に立った活動を行っ

ていただくことから、最も地域の実情をご存じの自治会に候補者

の推薦をお願いしているところです。 
適任者探しについては、例えば、前任の民生委員・児童委員や自

治会役員ＯＢに相談されたり、地域でボランティア活動をされて

いる方にお尋ねされるほか、民生・児童協力委員にお願いされる場

合などもあります。 
また、民生委員・児童委員の制度や活動内容が十分に知られてい

ないとの声もありましたので、改選に向けて、今年の広報みき２月

号で４ページにわたり特集記事を掲載したり、区長協議会連合会

に１月、４月、６月の３回にわたり人選をお願いするなど周知に努

めてきたところです。 
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しかしながら、ご意見いただいているとおり、地域の高齢化や人

口減少の進展などで、適任者探しに大変苦労されている声も聞い

ており、このたびの改選に際しても、定数１６５名のうち２６名の

方がまだ決まっていない状況です。 
全国的に民生委員・児童委員の担い手確保が課題であり、国でも

確保に向けた取組として、例えば、働きながら民生委員活動を行え

る環境づくりや、スマートフォンやタブレット等ＩＣＴを活用し

た活動、学生・子どもたちへの民生委員活動の周知拡大、年齢要件

の緩和、複数人制の導入などが検討されているところです。 
今後とも引き続き、国の動向を注視しつつ、日々、地域のため、

住民のために尽力いただいている民生委員の役割を改めてＰＲす

るとともに、現民生委員をはじめ、区長等地域の役員の皆様にも意

見を聴きながら、必要に応じて推薦母体の拡充や担当地域の見直

しなども検討し、担い手確保に努めてまいります。 
市としましては、自治会は、今後も地域にとって不可欠であると

考えています。自治会活動の困りごとなどございましたら、市民協

働課、緑が丘町公民館のまちづくり担当職員に相談ください。地域

と意見交換しながら、自治会の存続、加入率維持のため、未加入者

に対する自治会活動の重要性の周知や役員の負担軽減などについ

て、行政も一緒になって考えてまいります。 
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